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〝
景
気
が
よ
く
な
っ
て
か
ら
〟
で
も
、
〝
４
年
あ
と
〟

で
も
、
消
費
税
の
増
税
は
イ
ヤ
で
す対

話
・
宣
伝

特
集
号

対
話
と
宣
伝
に
役
立
つ
論
文
や
資
料
を
特
集
し
ま
し
た
。

本
号
に
限
り
１
部
50
円(

送
料
実
費)

で
お
分
け
し
ま
す
。

総
選
挙
は
、
消
費
税
問
題
と
国
の
あ
り
方
を
国
民
的
に
考

え
る
チ
ャ
ン
ス
で
す
。
い
ま
こ
そ
宣
伝
と
対
話
を
ひ
ろ
げ
、

会
員
拡
大
と
「
Ｎ
Ｏ
消
費
税
」
の
読
者
拡
大
に
全
力
を
あ
げ

ま
し
ょ
う
。

麻
生
首
相
は
、
「
景
気
が
よ
く
な
っ
た
ら
、
消
費
税
を
引

き
上
げ
さ
せ
て
い
た
だ
く
」
く
り
返
し
強
調
し
て
い
ま
す
。

一
方
、
民
主
党
は
、
「
４
年
間
は
あ
げ
な
い
」
と
い
い
つ
つ
、

そ
の
先
の
引
き
上
げ
に
は
含
み
を
も
た
せ
て
い
ま
す
。

今
月
の
東
京
の
会
の
会
報
は
、
総
選
挙
を
前
に
増
税
勢

力
の
論
点
に
か
み
合
う
論
文
と
資
料
を
特
集
し
ま
し
た
。

巻
頭
は
、
東
京
の
会
の
世
話
人
で
も
あ
る
浦
野
広
明
立

正
大
学
法
学
部
教
授
・
税
理
士
の
「
政
府
と
財
界
の
増
税

計
画
」
を
掲
載
し
ま
し
た
。

見
開
き
の
４
・
５
面
に
は
、
「
民
医
連
新
聞
」
７
月
６
日

号
に
掲
載
さ
れ
た
竹
崎

孜
さ
ん
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
「
知
っ

て
る
？
本
当
は
重
い
日
本
の
消
費
税

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
か
ら

考
え
る
税
金
の
話
」
を
、
同
紙
編
集
部
の
ご
了
解
を
得
て
掲

載
し
ま
し
た
。
そ
の
他
、
対
話
に
役
立
つ
Ｑ
＆
Ａ
ほ
か
で
す
。



日本とイギリスの品目別消費税率 
売上品目 日本 イギリス 

食料品、上下水道、書籍、障がい者・視力障がい者用具、 
住宅建設、旅客運賃、医薬品、子供服 
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悪
税
制
の
旗
振
り
を
す
る
日
本
経
団
連
（
経
団
連
）
は

09
年
２
月
16
日
、
「
社
会
保
障
制
度
『
改
正
』
に
関
す
る
提

言
」
を
発
表
し
ま
し
た
。
こ
の
提
言
は
消
費
税
率
を
２
０
１

５
年
ま
で
に
現
在
の
５
％
（
国
税
４
％
＋
地
方
税
１
％
）
か

ら
10
％
に
上
げ
、
２
０
２
５
年
度
ま
で
に
、
消
費
税
の
税
率

を
段
階
的
に
約
17
％
に
す
る
と
述
べ
て
い
ま
す
。

日
本
生
活
協
同
組
合
連
合
会
の
「
２
０
０
７
年
税
金
・社

会
保
険
料
し
ら
べ
」
に
よ
る
と
２
０
０
７
年
の
消
費
税
負
担

額
は
、平
均
的
な
家
族
で
年
間
１
７
５
，
５
０
０
円
で
す
。
仮

に
消
費
税
率
を
１
０
％
に
し
た
ら
負
担
額
は
現
在
の
２
倍

の
３
５
１
，
０
０
０
円
に
も
な
り
ま
す
。
17
％
に
な
れ
ば

５
９
６
，７
０
０
円
で
す
。

日
本
の
消
費
税
は
世
界
の
最
高
水
準

５
％
の
消
費
税
率
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
国
々
に
比
べ
て
低
い

か
の
よ
う
に
い
う
人
が
い
ま
す
が
真
っ
赤
な
ウ
ソ
で
す
。

下
の
表
１
を
見
て
く
だ
さ
い
。
日
本
の
５
％
消
費
税
は
今

で
も
世
界
最
高
水
準
で
す
。

な
ぜ
こ
の
よ
う
な
こ
と
に
な
っ
て
い
る
か
と
い
え
ば
、

日
本
の
消
費
税
は
輸
出
売
上
を
除
き
生
活
必
需
品
に
も

ぜ
い
た
く
品
に
も
一
律
５
％
で
課
す
か
ら
で
す
。
生
活
関

連
支
出
に
関
す
る
消
費
税
課
税
を
イ
ギ
リ
ス
と
比
較
し

た
下
の
表
２
を
見
れ
ば
日
本
の
消
費
税
が
い
か
に
高
い
か

分
か
り
ま
す
。

「
附
則
」
は
、
国
民
へ
の
挑
戦
状

自
民
・公
明
両
党
の
賛
成
で
09
年
度
税
制
改
定
法
が
３

月
27
日
に
成
立
し
ま
し
た
。
法
律
は
本
則
と
附
則
か
ら
成

る
の
で
す
が
、
成
立
し
た
09
年
度
税
制
改
定
法
附
則
第
１

０
４
条
は
「
消
費
税
を
含
む
税
制
の
抜
本
的
な
改
革
を
行

う
た
め
、
平
成
23
年
度
〈
２
０
１
１
年
度
〉
ま
で
に
必
要
な

法
制
上
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
」
と
し
て
次
の
８

項
目
を
掲
げ
て
い
ま
す
。

①
個
人
所
得
課
税
＝
給
与
所
得
者
や
個
人
事
業
者
の

増
税
、
②
法
人
課
税
＝
社
会
保
険
料
を
含
む
法
人
の
実
効

税
率
の
引
下
げ
、
③
消
費
課
税
＝
消
費
税
の
税
率
引
き
上

げ
、
④
自
動
車
関
係
諸
税
＝
負
担
の
軽
減
、
⑤
資
産
課
税

＝
相
続
税
の
課
税
庶
民
増
税
、
⑥
納
税
者
番
号
制
度
＝
導

入
の
準
備
を
図
る
、⑦
地
方
税
制
＝
地
方
消
費
税
の
増
税
、

⑧
低
炭
素
化
の
促
進
＝
環
境
税
と
い
う
名
の
大
型
間
接
税

導
入こ

の
附
則
は
国
民
に
対
す
る
大
増
税
の
挑
戦
状
で
す
。

自
民
・公
明
や
悪
税
を
推
進
し
よ
う
と
す
る
政
党
は
、

附
則
１
０
４
条
を
最
大
限
に
利
用
「
法
律
で
決
ま
っ
た
の
だ
」

と
し
て
、
消
費
税
増
税
、
庶
民
増
税
、大
企
業
減
税
を
進
め

よ
う
と
し
ま
す
。

増
税
を
進
め
る
政
党
は
、
社
会
保
障
の
財
源
と
し
て
消

費
税
の
増
税
が
必
要
だ
と
国
民
を
だ
ま
し
ま
す
。

社
会
保
障
を
充
実
さ
せ
る
に
は
、憲
法
が
要
請
す
る
負

担
能
力
に
応
じ
て
税
金
を
払
う
「
応
能
負
担
原
則
」
を
お

い
て
あ
り
ま
せ
ん
（
13
条
、
14
条
、
25
条
、
29
条
が
根
拠
）。

（次
頁
へ
つ
づ
く
）

国税収入に占める消費税

国 名 日 本 イギリス イタリア ド イ ツ フランス アメリカ

消 費 税 率 5％ 17.5％ 20.0％ 19.0％ 19.6％ 0％

国税収入比率 24.6％ 23.7％ 27.5％ 33.7％ 47.1％ 0％

(宮内豊編『日本の税制』【平成18年版】財経詳報社、2006年7月を参

照し、日本については地方消費税も国税収入に含めて浦野が計算した)

政
府
と
財
界
の
増
税
計
画

立
正
大
学
法
学
部
教
授
・
税
理
士

浦
野

広
明

表 1

表 2



す
べ
て
の
税
は
、
福
祉
目
的
に

憲
法
は
税
の
使
い
方
に
つ
い
て
は
「
全
て
の
税
は
福
祉

社
会
保
障
目
的
税
で
あ
る
」
と
い
う
立
場
を
と
っ
て
い
ま

す
（
前
文
、９
条
、２
５
条
が
根
拠
）。

応
能
負
担
原
則
で
欠
か
せ
な
い
の
は
、
大
き
な
課
税
対

象
に
は
高
い
税
率
を
適
用
す
る
累
進
税
の
採
用
で
す
。

所
得
税
の
税
率
刻
み
は
74
年
当
時
19
区
分
あ
り
、所
得

税
・住
民
税
の
最
高
税
率
は
93
％
で
し
た
。
住
民
税
も
74

年
当
時
13
区
分
の
累
進
税
率
で
し
た
が
、
06
年
改
定
で
一

律
10
％
と
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
国
民
の
約
６
割

は
５
％
の
住
民
税
支
払
で
済
ん
で
い
た
の
に
一
挙
に
10
％

と
倍
増
し
ま
し
た
。
住
民
税
の
累
進
税
率
廃
止
は
消
費
税

の
導
入
と
並
ん
で
第
２
次
大
戦
後
に
お
け
る
最
悪
の
税
制

改
定
と
い
え
る
も
の
で
す
。

03
年
度
税
制
改
定
は
「
貯
蓄
か
ら
投
資
」
と
称
し
て
新

た
な
証
券
税
制
を
採
用
し
ま
し
た
。
上
場
株
式
の
配
当
や

売
却
益
所
得
に
つ
い
て
は
他
の
所
得
と
切
り
離
し
て
、
い

く
ら
所
得
が
あ
っ
て
も
所
得
税
７
％
、
住
民
税
３
％
と
し

ま
し
た
。

任
天
堂
の
山
内
氏
に
は
81
億
の
減
税

プ
レ
ジ
デ
ン
ト
」
誌
が
自
社
株
の
配
当
長
者
ラ
ン
キ
ン

グ
を
報
じ
て
い
ま
す
（２
０
０
７
年
12
月
３
日
号
）
。
ト
ッ
プ

は
山
内
溥
氏
（
任
天
堂
相
談
役
）
で
年
間
98
億
円
の
配
当

収
入
が
あ
り
ま
す
。

仮
に
山
内
溥
氏
の
配
当
98
億
円
を
74
年
当
時
の
総
合

課
税
で
計
算
す
る
と
、
所
得
税
・住
民
税
は
91
億
円
（
98
億

円×

93
％
。
実
際
に
は
超
過
累
進
税
率
の
適
用
と
な
る
の

で
若
干
下
回
る
）
と
な
り
ま
す
。
そ
れ
が
現
行
証
券
税
制

の
下
で
は
９
億
８
千
万
円
（
配
当
額
の
10
％
）
で
す
か
ら
、

81
億
２
千
万
円
の
減
税
で
す
。

法
人
税
率
は
84
年
当
時
の
43
・３
％
か
ら
現
在
は
30
％

ま
で
下
が
っ
て
い
ま
す
。

累
進
税
率
が
お
ろ
そ
か
に
な
る
結
果
、
大
企
業
や
資
産

家
は
「
合
法
的
」
に
税
負
担
を
免
れ
、庶
民
は
「
合
法
的
」
に

過
酷
な
税
を
課
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

先
に
述
べ
た
よ
う
に
経
団
連
は
、
年
金
給
付
額
な
ど
社

会
保
障
費
の
安
定
財
源
を
消
費
課
税
で
行
う
た
め
に
、

「
消
費
税
を
社
会
保
障
目
的
税
に
し
た
ら
よ
い
」
の
で
は

な
い
か
と
述
べ
て
い
ま
す
。
消
費
税
の
社
会
保
障
目
的
税

化
は
、
「
福
祉
を
求
め
る
な
ら
、
消
費
税
を
上
げ
る
。
そ
れ

が
い
や
な
ら
福
祉
を
求
め
る
な
」
と
い
う
結
末
を
ま
ね
き

ま
す
。

消
費
税
の
福
祉
目
的
税
化
は
憲
法
違
反

消
費
税
の
社
会
保
障
目
的
税
化
は
、「
応
能
負
担
原
則
」

と
「
全
て
の
税
は
福
祉
社
会
保
障
目
的
税
で
あ
る
」
と
い

う
憲
法
の
い
ず
れ
の
考
え
に
も
違
反
し
ま
す
。

財
界
が
消
費
税
増
税
に
執
着
す
る
の
は
、
自
動
車
、
電

機
産
業
な
ど
輸
出
製
造
業
の
莫
大
な
利
益
確
保
が
一
つ
の

目
的
で
す
。
輸
出
製
造
業
は
消
費
税
に
よ
っ
て
巨
額
の
輸

出
戻
し
税
を
得
ま
す
。
例
え
ば
ト
ヨ
タ
自
動
車
は
消
費
税
・

地
方
消
費
税
を
１
円
も
払
わ
な
い
で
、年
間
約
３
２
０
０
億

円
も
の
還
付
を
受
け
て
い
る
の
で
す
（２
０
０
７
年
度
）。

政
府
は
消
費
税
導
入
の
際
、
「
高
齢
化
社
会
に
備
え
る

た
め
」
と
宣
伝
し
ま
し
た
。
し
か
し
消
費
税
の
税
収
の
大

部
分
は
大
企
業
減
税
や
軍
事
費
に
消
え
福
祉
は
後
退
の

一
途
を
た
ど
り
ま
し
た
。
消
費
税
の
実
態
は
福
祉
切
捨
税

だ
っ
た
の
で
す
。

「
応
能
負
担
の
原
則
」
実
現
す
る
国
会
へ

大
企
業
や
高
所
得
者
が
応
分
の
負
担
を
す
れ
ば
、
消
費

税
を
な
く
し
て
も
、社
会
福
祉
へ
の
財
源
が
生
ま
れ
ま
す
。

そ
の
た
め
に
は
選
挙
に
よ
っ
て
「
応
能
負
担
原
則
」
を
実
現

す
る
議
会
を
構
築
す
る
こ
と
で
す
。

税
制
の
「
大
き
な
方
向
転
換
」
を
し
な
け
れ
ば
国
民
は

奈
落
の
苦
し
み
を
負
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
租
税
の
賦
課

･

徴
収
は
必
ず
国
会
の
制
定
す
る
法
律
の
根
拠
が
必
要
で

す
（
憲
法
30
条
、
84
条
）
。
こ
れ
以
上
の
悪
税
制
を
成
立
さ

せ
な
い
た
め
に
は
、
国
会
、
地
方
議
会
、
首
長
な
ど
の
選
挙

で
庶
民
増
税
に
反
対
す
る
意
思
表
示
を
す
る
こ
と
が
大

切
で
す
。

応
能
負
担
原
則
を
確
立
し
、
す
べ
て
の
税
金
を
平
和
や

福
祉
、
教
育
や
社
会
保
障
に
使
う
な
ら
ば
、
日
本
は
世
界

有
数
の
福
祉
大
国
に
な
る
可
能
性
を
秘
め
て
い
ま
す
。
そ

れ
が
で
き
な
い
原
因
は
、
選
挙
民
の
投
票
行
動
に
基
づ
く

「
政
治
の
貧
困
」
に
尽
き
ま
す
。

総
選
挙
で
大
企
業
や
大
資
産
家
に
応
分
の
負
担
を
求

め
、
す
べ
て
の
税
を
「
福
祉
社
会
保
障
目
的
税
」
と
す
る
政

治
を
実
現
し
た
い
も
の
で
す
。

（中
見
出
し
は
編
集
者
が
付
け
ま
し
た
）





86 年  前 川レポ ー ト  
93 年  平 岩レポ ー ト  

二 つ の レポ ー トは 、 日 米 経 済 摩 擦 の解 消 に 主 眼 を置 い た 対 米 公 約 的 な も の で あ る 。 し

か し、な まぬ るいと 95 年に 米 政 府か ら直 接 「改 革 要望 書」を突 き つけ られ 、今日 ま で続 い

て いる 。郵 政民 営化 もこ の「要 望書 」が発 端。  
95 年  新 時代 の日 本 的 経営 (日 経 連＝当 時 )：派 遣 労 働 の自 由 化 を求め 、労 働 法 制改 悪 へ  
96 年  豊 田ビ ジョン (『「魅 力ある 日 本 」の創 造 』)：財 界 の体 系だ った 国 家戦 略  
01 年  樋 口 レポ ー ト (「経 済 戦 略 会 議 提 言 」 )：「（日 本 に は ）社 会 保 障 が ある た め に （国 民 が ）怠 惰

た い だ

（な ま け も の）に な った り、資 源 を浪 費 する 行 動 が 社 会 全 体 に 蔓 延 してい る 」として 、「競 争

社 会 」の構 築 を提言  
03 年  奥 田 ビ ジ ョン (『活 力 と 魅 力 溢 れ る 日 本 をめ ざ して 』 )：消 費 税 率 を毎 年 １％ ず つ引 き 上 げ て

16％ に  
07.年  御 手 洗 ビ ジョン (『希 望 の国、日 本 』)：2011 年 度 に 消費 税 率 を２％程 度 引 き上げる  
08 年  「税 ・財政 ・社 会保 障制 度の一 体 改革に 関 する 提 言」：消費 税率 を最 低 でも ５％の引き 上げ

が必 要  

《検証》

財界の消費税増税戦略

財界は、一貫して消費税率を引き上げて、法人

税率を引き下げるよう要求してきました。その軌

跡をこれまでに発表された「ビジョン」で検証して

みました。

まず、上の年表をご覧ください。

日本の経済団体の一つである経団連（現在は、

日経連と合併して日本経団連）が、体系だった国

家戦略を発表したのは、1996年の『「魅力ある日本」

の創造』が最初のものと思われます。トヨタ自動

車の豊田章一郎氏が経団連の会長だったことか

ら、「豊田ビジョン」と呼ばれています。

以下、消費税に限ってご紹介しますが、同ビジョ

ンがその後の小泉「改革」をはじめ、自公政治の下

敷きになっていることは間違いありません。

さて、消費税ですが、同ビジョンでは「法人税、

所得税の負担を軽減するとともに、間接税の割

合を現行の三割程度から五割ていどに引き上げ

るべきである」と述べています（同名書41頁）。

つまり、直・間比率（直接税と間接税の割合）を

同じにせよ、と要求しているわけです。財界がくり

返し消費税率の引き上げを求める原点がここに

あるといえます。

09年度の予算で、直接税を減らさずに直・間比

率を５対５にするには、消費税率を12％以上にす

る必要があります。奇しくも最近、麻生内閣が試

算した数値と一致します。

01年の「樋口レポート」は、政府の経済戦略会議

の「提言」ですが、議長だった樋口廣太郎アサヒビー

ル会長の名を冠した呼称です。内容は、いま改め

て読んでみると、小泉「改革」そのものであるこ

とがわかります。そして、「豊田ビジョン」のいっそ

うの具体化であることもわかります。提言の主導

者は竹中平蔵氏です（同氏著『経世済民』）。

95年の「新時代の日本的経営」は、経団連と合

流する前の日経連の提言ですが、財界が派遣労

働の自由化を求めた提言としてここに掲げまし

た。



宣
伝
や
対
話
の
な
か
で
寄
せ
ら
れ
る
疑
問
・質
問
へ
の
回
答

例
を
考
え
て
み
ま
し
た
。
２
～
３
頁
の
浦
野
さ
ん
の
論
文
「
政
府

と
財
界
の
増
税
計
画
」、４
～
５
頁
の
竹
崎
さ
ん
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

「
本
当
は
重
い
日
本
の
消
費
税
」
、
６
頁
の
「
検
証

財
界
の
消
費

税
増
税
戦
略
」
な
ど
と
合
わ
せ
て
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

Ｑ
は
質
問
・疑
問
、
Ａ
は
回
答
例
で
す
。

Ｑ
：
消
費
税
の
引
き
上
げ
は
困
る
け
ど
、
年
金
や
医
療

な
ど
福
祉
に
、
全
部
が
使
わ
れ
る
な
ら
な
ら
、
や

む
を
得
な
い
と
思
い
ま
す
が
。

Ａ
：
財
界
や
マ
ス
コ
ミ
の
消
費
税
を
年
金
や
医
療
の
財
源
に
す

る
と
い
う
提
言
の
狙
い
は
、
年
金
や
医
療
の
予
算
を
、
消
費
税

収
の
枠
内
に
限
定
し
て
し
ま
お
う
と
い
う
こ
と
で
す
。

つ
ま
り
、
わ
た
し
た
ち
が
年
金
や
医
療
を
充
実
さ
せ
た
い
と

思
え
ば
、
「
消
費
税
率
の
引
き
上
げ
」
と
引
換
え
と
い
う
〝
悪
魔

の
サ
イ
ク
ル
〟
に
落
ち
込
む
こ
と
に
な
り
か
ね
ま
せ
ん
。

憲
法
は
、
第
９
条
で
戦
争
と
軍
備
を
禁
止
し
、
第
25
条
で
国

に
福
祉
と
社
会
保
障
の
増
進
を
義
務
付
け
て
い
ま
す
。
で
す
か

ら
、
消
費
税
が
あ
ろ
う
が
な
か
ろ
う
が
、
国
家
予
算
は
福
祉
と

社
会
保
障
を
中
心
に
支
出
す
べ
き
な
の
で
す
。

こ
の
大
原
則
を
う
や
む
や
に
し
て
、
国
民
の
願
い
を
逆
手
に

と
っ
て
、
消
費
税
率
を
引
き
上
げ
、
そ
の
分
、
大
企
業
な
ど
の
税

金
を
引
き
下
げ
よ
う
と
い
う
の
が
「
福
祉
目
的
税
」
論
の
本
音

で
す
（
３
頁
参
照
）
。

Ｑ
：
で
も
、
国
の
借
金
（
国
債
）が
、
大
変
だ
と
い
う
じ
ゃ

あ
り
ま
せ
ん
か
。

Ａ
：
た
し
か
に
、
国
と
地
方
の
借
金
の
総
額
は
１
０
０
０
兆
円

近
い
膨
大
な
も
の
で
す
。
し
か
し
、
借
金
を
い
い
な
が
ら
資
産

に
つ
い
て
、
な
に
も
い
わ
な
い
の
は
不
公
平
で
す
。
国
に
は
国
民

が
拠
出
し
て
い
る
年
金
な
ど
の
基
金
や
、
土
地
や
建
物
な
ど
の

固
定
資
産
が
あ
っ
て
、
借
金
と
資
産
は
ち
ゃ
ん
と
バ
ラ
ン
ス
し

て
い
ま
す
。
計
画
的
に
減
ら
せ
ば
い
い
の
で
す
。

そ
も
そ
も
借
金
を
こ
こ
ま
で
膨
ら
ま
せ
た
原
因
は
、
ア
メ
リ

カ
と
財
界
の
要
求
に
従
っ
て
、
予
算
を
軍
事
費
と
大
型
公
共
事

業
を
無
際
限
に
使
っ
て
き
た
か
ら
で
す
（
６
頁
の
「
検
証

財
界

の
消
費
税
増
税
戦
略
」
参
照
）
。

し
か
も
、
国
債
の
大
半
を
購
入
し
て
い
る
の
は
、
銀
行
、
証
券

会
社
、
大
企
業
で
、
庶
民
の
預
貯
金
の
数
倍
の
利
子
を
得
て
い

ま
す
。
軍
需
品
や
大
型
公
共
投
資
で
儲
け
、
そ
の
経
費
を
賄
う

国
債
で
も
儲
け
る
。
国
の
借
金
（
国
債
）
で
二
重
三
重
に
儲
け
て

い
る
の
が
、
大
企
業
で
す
。

こ
れ
を
、
さ
も
国
民
が
借
金
し
た
か
の
よ
う
に
い
う
の
は
、

振
り
込
め
サ
ギ
と
同
じ
で
す
。

Ｑ
：
日
本
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
国
々
よ
り
安
い
と
い
わ

れ
ま
す
が
。

Ａ
：
た
し
か
に
、
税
率
だ
け
み
る
と
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
25
％
、
イ

ギ
リ
ス
の
17
・５
％
な
ど
と
比
べ
て
日
本
は
低
い
よ
う
に
見
え

ま
す
が
、
国
の
税
収
に
占
め
る
割
合
は
、17
・５
％
の
イ
ギ
リ
ス

よ
り
多
く
、
「
世
界
最
高
水
準
」
（
２
頁
の
浦
野
さ
ん
の
論
文
、
お

よ
び
５
頁
の
表
な
ど
参
照
）
な
の
で
す
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
国
々
は
、
生
活
必
需
品
を
非
課
税
（
イ
ギ
リ
ス

は
ゼ
ロ
税
率
）に
し
た
り
、税
率
を
低
く
抑
え
て
い
る
か
ら
で
す
。

し
か
も
、ア
メ
リ
カ
に
は
国
税
と
し
て
消
費
税
が
あ
り
ま
せ
ん
。

と
こ
ろ
が
日
本
で
は
ダ
イ
コ
ン
を
買
っ
て
も
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド

を
買
っ
て
も
同
じ
５
％
で
す
。
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
や
高
級
外
車
な

ど
の
ゼ
イ
タ
ク
品
を
購
入
す
る
の
は
、
ご
く
一
部
の
大
金
持
ち

で
あ
り
、
消
費
税
の
な
か
に
占
め
る
割
合
は
わ
ず
か
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
わ
た
し
た
ち
国
民
は
、
収
入
の
ほ
と
ん
ど
を
生

活
必
需
品
の
購
入
に
あ
て
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、
消
費
税
の

主
な
負
担
者
は
ギ
リ
ギ
リ
の
暮
ら
し
を
し
て
い
る
わ
た
し
た

ち
だ
と
い
っ
て
も
い
い
の
で
す
。
こ
れ
以
上
消
費
税
を
上
げ
た

ら
、
「
金
持
は
ま
す
ま
す
金
持
に
、
貧
乏
人
は
ま
す
ま
す
貧
乏

に
」と
い
う
格
差
社
会
が
い
っ
そ
う
ひ
ど
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

Ｑ
：
輸
出
大
企
業
に
は
、
戻
し
税
が
あ
る
っ
て
本
当
で

す
か

Ａ
：
本
当
で
す
。
湖
東
京
至
税
理
士
の
試
算
に
よ

る
と
、
平
成
20
年
度
の
ト
ヨ
タ
、
ソ
ニ
ー
、
キ
ャ
ノ
ン

な
ど
輸
出
大
企
業
10
社
へ
の
戻
し
税
額
が
１
兆
円

を
超
え
て
い
ま
す
。

消
費
税
の
納
税
額
は
、
下
の
概
念
図
（
式
）
の
よ

う
に
、
売
上
に
５
％
を
か
け
て
算
出
し
た
額
か
ら
、

仕
入
に
含
ま
れ
て
い
た
消
費
税
額
を
差
引
い
て
算

出
さ
れ
ま
す
。
輸
出
企
業
は
、
売
上
に
ゼ
ロ
を
か
け

る
の
で
、
仕
入
に
含
ま
れ
て
い
た
消
費
税
額
が
そ
っ

く
り
「
戻
し
税
」
と
な
る
わ
け
で
す
。

消
費
税
の
福
祉
目
的
税
化
は
、
「
福
祉
」
を
名
目

に
輸
出
大
企
業
を
儲
け
さ
せ
る
こ
と
で
す
。

宣
伝
・対
話
に
役
立
つ
Ｑ
＆
Ａ

仕入＋人件費＋利益＝売上×5％－仕入

に含まれている消費税額＝納税額



い
ま
こ
そ
学
習
資
料
・
宣
伝
グ
ッ
ズ
の
活
用
を

今
度
の
総
選
挙
は
、
消
費
税
が
大
き
な
争
点
と
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
だ
け
に
こ
れ
ま
で
に
作
成
さ
れ
た
学
習
資
料

や
宣
伝
グ
ッ
ズ
を
活
用
し
て
、
な
く
す
会
の
底
ぢ
か
ら
を
発
揮
し
ま
し
ょ
う
。

全
国
の
会
が
作
成
し
た
カ
ラ
ー
・
リ
ー
フ
は
、
全
国
か
ら

注
文
が
相
つ
ぎ
、
す
で
に
22
万
部
が
活
用
さ
れ
て
い
ま
す

（
写
真
は
上
が
表
紙

B6
、
下
は
見
開
き
中

面
B4
）
。
こ
れ
１
部

で
学
習
会
・
小
集
会

で
消
費
税
の
そ
も
そ

も
が
学
べ
ま
す
。
選
挙

期
間
中
も
自
由
に
配

布
で
き
ま
す
。
１
枚
２
円
（
送
料
別
）
で
す
。

大
好
評
の
カ
ラ
ー
・リ
ー
フ
22
万
部
を
突
破

左
の
写
真
は
、
「
な
く
し
隊
」
ノ
ボ
リ
（
１
枚
千
円
）
で
す
。
な
く
す
会
が
、
政
党

や
候
補
者
の
宣
伝
な
ど
の
選
挙
活
動
と
は
関
係
な
く
、
ハ
ン
ド
マ
イ
ク
な
ど
で
宣
伝
す

る
と
き
に
便
利
で
す
。
選
挙
期
間
中
は
注
意
が
必
要
で
す
。
ス
ポ
ッ
ト
は
東
京
の
会
ま

で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
。

ブックレット(会員価格500円）、パンフレット（100円）とも

資料満載で、学習会や対話・宣伝に最適です。

「
Ｎ
Ｏ
消
費
税
」(

写

真
左)

の
普
及
に
ご
協

力
く
だ
さ
い
。
年
間
１

５
０
０
円(

送
料
込)

。

左
の
ポ
ス
タ
ー(

写
真
右)
は
、

選
挙
期
間
中
も
貼
っ
て
お
け

ま
す
。
A4
番
は
１
枚
40
円
。
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